
 

 

北九州市公立学校教員採用候補者選考試験実施要綱」の一部改正及び令和７年度北九州市

公立学校教員採用候補者選考試験の実施について 
 

１ 北九州市公立学校教員採用候補者選考試験に係る背景 

⑴  これまでの教員採用試験では、教員不足の観点から教員の量の確保が求められて

きた。しかし、これからは質の確保が求められている。大量退職・採用の時代が落

ち着いてくることもあり、より優秀な教員の確保に向けて取り組む必要がある。 

⑵  養護教員の職務の明確化に関する文部科学省の通知や医療的ケア看護師の法律の

施行など、採用試験を取り巻く環境が変化してきている。これらの変化に伴い採用

試験の内容の見直しが求められている。 

 

２ 試験実施要綱及び試験結果情報提供要綱の改正理由 

上記の背景から、以下の３点を目的として採用試験の内容を見直す必要が生まれた。

それに伴い、試験実施要綱及び試験結果情報提供要綱の一部変更を行う。 

⑴  優秀な人材を早期に確保するため 

・ 通常（春夏）試験における全ての校種での大学３年生を対象とした一次試験の

実施。 

・ 教職大学院修了者特別選考の受験対象者の範囲の拡大。（修了年度の前年度から

受験可能） 

⑵  量よりも質を重視し、一人でも多くの優秀な教員を確保するため 

・ 現職正規教員枠の受験要件の変更（国公立学校の正規教員限定、在籍・勤務年

数・研修歴に関する要件の追加） 

・ 正規教員経験者枠の受験要件の変更（幼稚園教諭・高校教諭、大学教授等の対

象者の追加） 

・ 社会人経験者枠の受験要件の変更（対象期間の拡大、同一の民間企業・官公庁

等の正規職員限定、免許取得の猶予期間の設定）   

⑶  養護教員の職務の明確化に関する通知に対応するため 

・ 看護師免許所有の養護教員に対する一次試験免除の廃止 

 

３ 改正要綱の実施日 

令和５年１１月１７日から施行し、令和６年度に実施する選考試験から適用。 

 

４ 改正規程 

北九州市公立学校教員採用候補者選考試験実施要綱、試験結果情報提供要綱 

その他報告① 


